
○
船
舶
安
全
法
（
昭
和
八
年
法
律
第
十
一
号
）
（
抄
）

第
五
条

船
舶
所
有
者
ハ
第
二
条
第
一
項
ノ
規
定
ノ
適
用
ア
ル
船
舶
ニ
付
同
項
各
号
ニ
掲
グ
ル
事
項
、
第
三
条
ノ
船
舶
ニ
付
満
載
吃
水
線
、
前
条
第
一
項
ノ
規
定
ノ
適
用
ア

ル
船
舶
ニ
付
無
線
電
信
等
ニ
関
シ
国
土
交
通
省
令
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
左
ノ
区
別
ニ
依
ル
検
査
ヲ
受
ク
ベ
シ

一

初
メ
テ
航
行
ノ
用
ニ
供
ス
ル
ト
キ
又
ハ
第
十
条
ニ
規
定
ス
ル
有
効
期
間
満
了
シ
タ
ル
ト
キ
行
フ
精
密
ナ
ル
検
査
（
定
期
検
査
）

二

定
期
検
査
ト
定
期
検
査
ト
ノ
中
間
ニ
於
テ
国
土
交
通
省
令
ノ
定
ム
ル
時
期
ニ
行
フ
簡
易
ナ
ル
検
査
（
中
間
検
査
）

三

第
二
条
第
一
項
各
号
ニ
掲
グ
ル
事
項
又
ハ
無
線
電
信
等
ニ
付
国
土
交
通
省
令
ヲ
以
テ
定
ム
ル
改
造
又
ハ
修
理
ヲ
行
フ
ト
キ
、
第
九
条
第
一
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
定
メ
ラ

レ
タ
ル
満
載
吃
水
線
ノ
位
置
又
ハ
船
舶
検
査
証
書
ニ
記
載
シ
タ
ル
条
件
ノ
変
更
ヲ
受
ケ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
其
ノ
他
国
土
交
通
省
令
ノ
定
ム
ル
ト
キ
行
フ
検
査
（
臨
時
検
査

）
四

船
舶
検
査
証
書
ヲ
受
有
セ
ザ
ル
船
舶
ヲ
臨
時
ニ
航
行
ノ
用
ニ
供
ス
ル
ト
キ
行
フ
検
査
（
臨
時
航
行
検
査
）

五

前
各
号
ノ
外
一
定
ノ
範
囲
ノ
船
舶
ニ
付
第
二
条
第
一
項
ノ
国
土
交
通
省
令
又
ハ
国
土
交
通
省
令
・
農
林
水
産
省
令
ニ
適
合
セ
ザ
ル
虞
ア
ル
ニ
因
リ
国
土
交
通
大
臣
ニ

於
テ
特
ニ
必
要
ア
リ
ト
認
メ
タ
ル
ト
キ
行
フ
検
査
（
特
別
検
査
）

２

（
略
）
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